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令和７年度　福祉部　経営計画書

 職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源
 

福祉部長 

浦上　憲治

●使命 

福祉部は、高齢者、障がい者、生活困窮者の方々等が、住み慣れ

た地域で、笑顔で安心して暮らすことができるように、相談窓口や

各種福祉・介護サービスの充実を図るとともに、関係者の連携を深

め、共に支えあう地域づくりを大切にした福祉行政を推進します。 

 

●基本方針 

①障がい者や生活困窮者が安心して自立した生活が送れるよう、相

談体制を強化するとともに、就労支援体制の充実を図ります。 

②高齢者が安心して元気に生活できるよう、高齢者の社会参加を促

進するとともに、高齢者支援や介護予防など、ニーズに合った介

護・福祉サービスの充実を図ります。 

③誰もが住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けられるまちを

目指して、地域包括ケアシステムの深化・推進を進めることで地域

共生社会の実現に努めます。 
 
 
 

所 管 課
福祉課・いきいき長寿課・トータルサポ

ートセンター

 

人　　員
正職員

会計年度 

任用職員
合計

 
３０人 １５人 ４５人

 

一般会計 ２，７８６，０５７　　　千円

 

特別会計 ４，４０８，２６０　　　千円

 

計 ７，１９４，３１７　　　千円

 

（うち人件費） （　２５７，５００ 千円）
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 重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

1

生活困窮者自立支

援事業及び障害者

相談支援事業の充

実

自立相談支援事業及び家計相談支

援事業を、委託先の社会福祉協議

会と連携して実施します。 
また、就労準備支援事業を実施し、

就労能力が低いなどの課題を抱え

る人に対して、就労の機会を提供

し、就職活動等の総合的な支援や

就労体験等を通じて最終的に一般

就労に結びつけ、自立を促進しま

す。 
 
 
障害者相談支援事業を、委託先の

障害者相談支援事業所と連携して

実施します。事業の推進により、市

内の障がいのある人及びその家族

等に対して、福祉サービス等の社

会資源に関する情報提供を行い、

関係機関と連携を取りながら、障

がいのある人の地域生活を支援し

ます。 
 
発達障害児者及び家族等支援事業

を、専門相談員により実施します。

事業の推進により、市内の発達障

がいのある人及びその家族等に対

して、福祉サービス等の社会資源

に関する情報提供を行い、関係機

関と連携を取りながら、発達障が

いのある人の地域生活を支援しま

す。 
 
 
 
 

生活困窮者に対する第2の

セーフティネットとして設置

した生活相談支援センターの

利用促進や運営を支援しま

す。また、センターやジョブス

ポットせとうちと生活相談支

援員との連携により就労支

援を実施し、生活困窮者の生

活が安定するよう取り組み

ます。 
・就労者数  年間10人 
 
委託先の障害者相談支援事

業所との連携を図り、地域課

題を把握し、民生委員や関係

機関との連携を強化し、相談

支援体制の充実に努めます。 
 
 

 
 
 
発達障がいに関する情報提

供や助言を行うとともに、相

談内容により教育や事業所

等の関係機関と連携し、相談

支援体制の充実に努めます。 
・支援者研修会 

年間9回 
 
 
 
 
 
 

生活相談支援センター、ジョブスポット及び就労支援員の連携によ

り、就労支援を実施しています。 
・就労者数　　３人 

 

 

 

 

 

 

 

委託先の障害者相談支援事業所と連携を密にし、相談支援体制の

充実が図れています。 
・相談支援件数　　１４５件 

 
 
 
  
 
 
 
専門相談の実施、教育、保育、保健等との研修会を通じて、関係機

関と連携を図り適切な支援を実施しています。 
・相談支援件数　　　　３件 
・巡回相談件数　　１１７件 
・支援者研修会　　　　５回 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 基幹相談支援事業を、主任相談支

援専門員を配置し実施します。事

業の推進により、市内の相談支援

事業者等へ専門相談や人材育成の

支援を行い、地域の相談支援体制

の充実・強化等に取り組みます。 
 
 
 
ひきこもり支援推進事業を、委託

先の社会福祉協議会と連携して実

施します。様々な事情により社会と

の関わりを断ち、ひきこもり状態に

なっている人の社会参加へのきっ

かけづくりを支援します。 
 

・地域の相談支援事業者に対

する訪問支援　 
　　　　　　　　　　　　年間12件 
 
 
 
 
 
 
ひきこもりサポートセンター

の利用促進や啓発を行いま

す。また、関係機関との連携

を図り、ひきこもり者への適

切な支援を行います。 
・センター利用件数 
　　　　　　　年間　800件 
 

市内の相談支援事業者等へ専門相談や人材育成の支援を行い、地

域の相談支援体制の充実・強化等を図っています。 
・地域の相談支援事業者に対する訪問支援　６件 
 
 
 
 
 
 
ひきこもりサポーター養成講座、民生委員に対しての研修、社協広

報誌におけるひきこもりに関する記事の掲載を通して、ひきこもり

サポートセンターの普及啓発に努めています。一人ひとりのケース

を通じて、中学校や教育委員会を含めた各関係機関と連携してい

ます。 
・相談支援延件数　　　　1,201 件 
・センター利用延件数　　　５６８件

 

2

高齢者福祉の推進 認知症に関する正しい理解を広

め、認知症高齢者やその家族が安

心して地域で日常生活を過ごせる

よう、認知症施策を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認知症に関する正しい知識

を多くの人に知ってもらい、

認知症に対する偏見をなく

すことで、地域での見守りや

認知症高齢者やその家族が

暮らしやすい地域づくりに繋

げます。 
・認知症サポーター養成講座

修了者数（新規） 200 人 
 

徘徊する可能性の高い認知

症高齢者の情報の登録及び

関係機関との情報共有によ

り、行方不明時の早期発見・

早期対応等が可能となるよ

う体制の充実に取り組みま

す。 

・認知症サポーター養成講座修了者数（新規）　　２３６人 
未就学児への講座を県内初実施。幼少期から認知症への偏見をな

くし、地域での見守りや暮らしやすい地域づくりつなげる取組みを

行いました。 
 
 
 
 
 
 
・高齢徘徊対策促進事業登録者数（新規）　３人 
認知症サポーター養成講座開催時、小地域ケア会議での事業周知、

広報活動を積極的に行い、新規登録者増加に努めました。 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

  
 
 
 
住み慣れた地域で元気に自分らし

い暮らしができるよう高齢者の在

宅福祉を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「ゆめワークせとうち無料職業紹介

所」を開設し、高年齢者等が働くこ

とや地域・社会に参画することによ

って、生きがいを感じることができ

る施策を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・高齢者徘徊対策促進事業 
　登録者数（新規）　6 人 
 
 
タクシー券の配布により、外

出を促すことで、介護予防に

繋げるとともに、免許返納を

促進することで、交通事故の

リスクを軽減し、安全安心な

暮らしに繋げます。 
・高齢福祉タクシー利用券利

用者数　　　　　　900 人 
 
補聴器の購入助成を行い、

外出や社会参加を促すこと

で、認知症予防・介護予防を

推進します。 
・補聴器購入助成事業利用者

数　　　　　　　　　　25 人 
 
 
「ゆめワークせとうち」におい

て、ハローワーク等の関係機

関と連携し、就労等地域・社

会参画に関する事業を推進

することで、働く意欲のある

高年齢者等が能力や経験を

生かし、年齢に関わらず働く

ことができる生涯現役社会

を目指します。 
・就労相談窓口業務　 
　　　就業者数　　　50人 
・求人開拓業務 

企業訪問件数　100件 
 

 
 
 
 
・高齢福祉タクシー利用券（事業）利用者数　1,192人 
 
 
 
 
 
 
 
 
・補聴器購入助成事業利用者数　6人 
 
 
 
 
 
 
 
ハローワーク（ジョブスポットせとうち）と連携し、情報交換を行い

ながら進めています。また、登録者のニーズに沿ったマッチングが

できるよう、求人開拓員が市内外の企業へ訪問し、６０件の独自求

人情報を収集し求職者へ提供しました。 
 
 
 
 
 
・就労相談窓口業務　 
　　　就業者数　　　８５人 
・求人開拓業務　 
　　　企業訪問件数　８３件 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 介護サービス介護給付の適正化を

推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高齢者が住み慣れた地域でいきい

きと過ごすことができるよう、介護

予防事業の充実を図り、地域で安

心して生活できる体制づくりを進

めます。 

運営指導・集団指導を通し、

介護保険施設等が適正なサ

ービスを行うことができるよ

う支援し、「介護給付対象サ

ービスの取扱い」及び「介護

報酬の請求」に関する周知の

徹底を図り、サービスの質の

確保や保険給付の適正化が

果たされるよう事業者指導

の推進を図ります。 
・地域密着型サービス事業所 

5事業所 
・居宅介護支援事業所 

５事業所　 
 
地域包括支援センターの生

活支援コーディネーターと連

携し、健康情報を伝え、介護

予防に繋げるだけでなく、地

域の仲間づくり・見守り・支

えあいにも繋がる、歩いて行

ける「はつらつ教室」を増や

し、地域づくりを推進します。 
・はつらつ教室 OB 会（累計） 

　　　　　　　 　　 115 か所 
 

はつらつ教室で健康について

の話や体操の指導ができる介

護予防リーダーを育成し、地

域での活動支援を行います。 
・介護予防リーダー登録者 

　　　　　50 人 
・ リ ーダーの 会の 参 加人 数

（延）　　　　　　　　75 人

地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所に対し、運営

指導を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・地域密着型サービス事業所　５事業所 
 
・居宅介護支援事業所　５事業所 
 
 
はつらつ教室 OB 会（累計） 
　　　　１１３カ所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年度、介護予防リーダー養成研修を実施し、新たに８名（実習が

修了すれば 9 名）の方を養成しました。 
 
 
・介護予防リーダー登録者　 
　　　　　54 人 
・リーダーの会の参加人数 
　　　　　25 人 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

 

3

保健、福祉、医療

連携の深化・推進

できる限り住み慣れた自宅や地域

で安心して暮らし続けながら、必要

な医療や福祉サービスを受けられ

るような、地域ネットワークの充実

強化を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関係部署・関係機関との協働によ

り作成した地域包括ケア実行計画

に基づき、年次目標が達成できる

よう多職種との連携調整を図りま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市内の医療・福祉・介護関係

機関が連携を深められるよ

う、研修会等を開催し、顔の

見える関係づくりの構築や、

情報の共有化を目指します。 
・延べ参加人数　　　150 人 
 
在宅医療・福祉に係る支援を

必要とする人に、適切な対応

ができるよう関係機関との

連携を強化し、相談支援体制

の充実に努めます。 
・認知症に関する相談（初期

集中支援を含む）実件数 
　　　　　　　　　　15 件以上 
・在宅医療・福祉に係る相談

支援延べ件数    300 件 
 
 
ケアネットせとうちホームペ

ージ専門職専用サイト等に医

療・介護・福祉専門職が必要

とする情報を追加し、より一

層の連携強化を図ります。 
・専用サイト利用登録件数 

5件 
・事業所情報掲載件数 

10件 
 
市在宅医療・福祉・保健連携

推進協議会で、地域包括ケア

実行計画等の進捗、取組状

況の報告、地域課題等に関す

る意見交換を行います。 
・協議会会議開催 　　2回 

・4月に高齢者入所施設代表者意見交換会を開催しました。 
参加者 １４人 

・5月に高齢者入所施設担当者会議を開催しました。 
参加者 　６人 

・7月に介護支援専門員と相談支援専門員の合同研修会を開催し

ました。　　参加者　２８人 
 
 
 
 
 
 
・認知症に関する相談実人数 13件 
 
 
・在宅医療・福祉に係る相談支援件数　101件 
（再掲）関係機関への連携延べ件数　　  98件 
 

　　　　　　　　　　 
・専用サイト利用登録件数  　0件 
 
・事業所情報掲載件数　   95 件 
 
 
 
 
 
 
 
・6月に在宅医療・福祉・保健連携推進協議会を開催しました。 

参加者 １８人 
・9 月に在宅医療・福祉・保健連携推進協議会専門委員会を開催

しました。　　 参加者　 ９人 
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重点項目 内容 成果目標 進捗状況（9 月末）

  
 
 
 
 
地域包括ケアシステムを踏まえた

在宅医療・介護推進、基幹相談支援

機能について、市民・地域住民への

普及啓発を行います。 
 
 

・専門委員会　　　　 2回 
（委員数　18人） 
 
 
 
市民・地域住民向けの市民講

座・出前講座の開催や広報紙

等の広報媒体を活用し、普及

啓発を行います。 
・市民講座・出前講座の開催

参加延べ人数　　 100人 
・市広報紙記事掲載　 2回 
・ケアネットせとうち通信 

発行               2回 
 
 
 

 
 
 
 
 
・11 月に市民講座「在宅医療・介護推進フォーラム」を開催予定

です。　 
 
 
 
 
・市広報紙記事掲載　 4 回 
・ケアネットせとうち通信　１２月・３月発行予定 


